
消防の動き '14 年 8 月号   - 11 -

消防・救急課/防災情報室

平成26年度における消防庁所管補助金の
交付決定の状況

　消防庁では、消防防災施設整備費補助金については平
成26年４月18日付け、緊急消防援助隊設備整備費補助
金については、同日及び平成26年５月30日付けで交付
決定を行ったところです。
　消防庁が所管するこれらの補助金の平成26年度の予
算額は、消防防災施設整備費補助金については16億
1,938万１千円、緊急消防援助隊設備整備費補助金につ
いては48億9,671万７千円（うち消防救急デジタル無線
分３億9,926万2千円）となっています。

（1）交付決定額
　交付決定額の総額は65億105万６千円であり、その内
訳は次のとおりです。
　①消防防災施設整備費補助金　　16億1,354万９千円
　②緊急消防援助隊設備整備費補助金

48億8,750万７千円

（2）主な対象施設及び設備
　①�消防防災施設整備費補助金にあっては、耐震性貯水
槽444基、防火水槽（林野分）20基、備蓄倉庫（地
域防災拠点施設）８基及び広域訓練拠点施設１ヶ所
を整備する事業について交付決定を行いました。

　②�緊急消防援助隊設備整備費補助金にあっては、災害
対応特殊消防ポンプ自動車（水槽付、化学及びはし
ご付のものを含む）142台、災害対応特殊救急自動
車129台、救助工作車９台、災害対応特殊小型動力
ポンプ付水槽車３台、支援車12台又は災害対応特
殊泡原液搬送車１台を整備する事業及び５団体にお
ける消防救急デジタル無線設備の整備事業について
交付決定を行いました。

　補助金ごとの都道府県別の交付決定額は、表１のとお
りです。

1　交付決定の概要

2　都道府県別の交付決定の状況

表１　平成26年度消防庁所管補助金の交付決定状況
（単位:千円）

消防防災施設
整備費補助金

緊急消防援助隊
設備整備費補助金

1 北海道 28,398 117,512
2 青　森 42,534
3 岩　手 20,423 45,709
4 宮　城 10,772 15,385
5 秋　田 32,316 63,468
6 山　形 64,632 35,905
7 福　島 16,988 46,655
8 茨　城 42,577 177,673
9 栃　木 59,248 306,228
10 群　馬 10,772 122,341
11 埼　玉 28,398 283,428
12 千　葉 53,488 135,643
13 東　京 36,848 379,666
14 神奈川 226,387
15 新　潟 54,908 64,421
16 富　山 24,298 71,363
17 石　川 74,404 27,365
18 福　井 6,773 23,593
19 山　梨 53,671 14,549
20 長　野 54,852 127,222
21 岐　阜 41,853 116,244
22 静　岡 46,772 110,693
23 愛　知 25,123 477,682
24 三　重 35,171 38,391
25 滋　賀 17,327 31,551
26 京　都 24,442 44,694
27 大　阪 44,032 240,253
28 兵　庫 8,079 310,476
29 奈　良 16,527
30 和歌山 21,544 59,122
31 鳥　取 16,158 22,003
32 島　根 16,158 52,657
33 岡　山 122,825
34 広　島 53,331 153,650
35 山　口 5,011 119,073
36 徳　島 37,306 32,267
37 香　川 29,856 13,866
38 愛　媛 37,369 58,862
39 高　知 36,100 131,363
40 福　岡 54,215 104,232
41 佐　賀 116,158 3,864
42 長　崎 64,632 90,155
43 熊　本 35,899 87,183
44 大　分 69,908 14,576
45 宮　崎 40,395 24,619
46 鹿児島 62,944 37,837
47 沖　縄 45,795

合計 1,613,549 4,887,507
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なお、市町村ごとの交付決定の状況は、消防庁のＨＰに
掲載しています（http://www.fdma.go.jp/）。

　消防防災施設整備費補助金については、予算額を上回
る要望が寄せられたところであり、その約７割の事業に
対して交付決定を行ったところです。また、緊急消防援

助隊設備整備費補助金については、要望が寄せられたほ
とんどに対して交付決定を行ったところです。
また、地方公共団体において契約等を早期に行うことが
できるよう平成26年度においては、交付決定を４月に
行いましたので、地方公共団体におかれては、直ちに契
約事務に着手するとともに、事業の内容に変更が生じた
場合は、速やかにその手続を行うようお願いします。

3　その他

問合わせ先
　消防庁消防・救急課
　TEL:03-5253-7522
　消防庁国民保護・防災部防災課防災情報室
　TEL:03-5253-7526


